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熊本県告示第９７０号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により指定居宅サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年１０月２３日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （訪問リハビリテーション） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

コスモピア熊本訪問リハビリテー

ション 

熊本市尾ノ上１丁目３番１２号 

医療法人堀尾会 平成２１年１０月１３日 

 
 
熊本県告示第９７１号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保 
安林の指定をする。 
  平成２１年１０月２３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林の所在場所 熊本県上天草市大矢野町中字北満越４５５９番３ 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐は、択伐による。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県農林水産部森林保全課及び熊本県 
天草地域振興局並びに上天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

第１１８５２号 

平成 21 年 10 月 23 日(金)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 
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熊本県告示第９７２号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７７条第１項の規定により指定居宅サービス
事業者の指定を次のとおり取り消したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年１０月２３日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （訪問介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 取消年月日 

訪問介護バーネット 

熊本市小山六丁目１７番１１号 

株式会社梅田企画 平成２１年１０月１４

日 
 

 
熊本県告示第９７３号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の９第１項の規定により指定介護予
防サービス事業者の指定を次のとおり取り消したので、同法第１１５条の１０の規定によ
り公示する。        
  平成２１年１０月２３日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （介護予防訪問介護）                                                      

事業所の名称及び所在地 事業者名 取消年月日 

訪問介護バーネット 

熊本市小山六丁目１７番１１号 

株式会社梅田企画 平成２１年１０月１４

日 
 

 
熊本県告示第９７４号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２１年１０月２３日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２１年１０月２３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 

道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

 

前

  3.5 

  ～ 

  7.1 

 

  70.0 

一般国道 ４４５号 

 

 

球磨郡五木村甲字板木 

    ２５５９番地先から 

同所 

    ２５５３番地先まで  

後

  3.8 

  ～ 

 16.4 

 

  72.0 

道路法

第２４

条工事

（河川

進入路

整備に

伴う拡

幅） 
２ 区域を変更する期日 平成２１年１０月２３日 

 
 
熊本県告示第９７５号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２１年１０月２３日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２１年１０月２３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 

道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

一般県道 

 

 

竈門菰田

山鹿線 

 

山鹿市椿井字下田 

    １２３１番２地先から 

同市椿井字尾崎 

 

 

前

  9.1 

  ～ 

 16.0 

 

 76.0 

  

単橋改

（仮設

道路の

      ５４８番２地先まで    6.2  撤去）
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   ～ 

 14.5 

 83.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

後

  9.1 

  ～ 

 16.0 

 

 76.0 

  

 

 

 

 

２ 区域を変更する期日 平成２１年１０月２３日 
 

 
熊本県告示第９７６号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２１年１０月２３日から６０日間、熊本県土木部道路保全課にお
いて一般の縦覧に供する。 
  平成２１年１０月２３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考

一般県道 竈門菰田山

鹿線 

山鹿市椿井字尾崎 

          ５５６番３地先から 

同所 

          ５５２番３地先まで 

    12.7 単橋改

（法面

保護）

２ 供用を開始する期日 平成２１年１０月２３日 
 

 
熊本県告示第９７７号                                                          
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害
福祉サービス事業者として次の者を指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２１年１０月２３日  
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

事業所の名称及び所 

在地 

事業者の名称、主た 

る事務所の所在地及

び代表者の氏名 

指定年月日

 

  事業所番号 サービスの

種類 

けあらーず榎 指定

訪問介護事業所 

熊本市榎町１５番１

９１号 

株式会社セラム 

愛知県名古屋市北区

大曽根一丁目２６番

２３号 

玉置 正樹 

平成２１年

１１月１日

4310100807 居宅介護 

重度訪問介

護 

 
 
熊本県告示第９７８号 
 平成２１年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算が平成２１年９月定例県議会にお
いて次のとおり議決されたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２
項の規定により公表する。 
  平成２１年１０月２３日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫   
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第3表 地方債補正

変 更

補 正 前 補 正 後
起 債の 目的

限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法

千円 千円
造 林 国 庫 （借入先） 据置期間を
補 助 事 業 費 195,000 321,000

財務省、地 含め30年以内
林 道 国 庫
補 助 事 業 費 1,653,000 方公共団体金 半年賦元利 1,670,000

治 山 国 庫 融機構 会社 均等償還又は、 、
補 助 事 業 費 2,296,000 2,446,000

その他 元金均等償還、
沿岸漁場整備
国庫補助事業費 112,000 （借入方法） 満期一括償還

漁 港 国 庫 証書借入又 等
補 助 事 業 費 1,064,000 848,000

は証券発行（他 但し、県財
道路維持国庫
補 助 事 業 費 6,388,000 の地方公共団 政の都合によ 5,811,000

河 川 国 庫 体との共同発 り、繰上償還
補 助 事 業 費 2,332,000 2,224,000

行を含む ） をなし、又は。
港湾建設国庫
補 助 事 業 費 2,054,000 （その他） 年 10 ％ 借り換えをす 2,008,000

公 営 住 宅 工事その他 以 内 ることができ (補 正 前 に 同 じ）
建 設 事 業 費 82,000

の都合により る。、
空港直轄事業
負 担 金 159,000 一部もしくは 175,000

治山災害現年 全部を翌年度
発 生 国 庫
補 助 事 業 費 10,000 以降に繰り下 45,000

公共土木現年 げて借り入れ
発 生 国 庫
補 助 事 業 費 343,000 することがで 558,000

老人福祉施設 きる。
整 備 事 業 費 192,000 510,000

発行価格が
単県治山事業費 78,000

額面金額を下
県有施設耐震
整 備 事 業 費 10,000 回るときは、

九 州 新 幹 線 その発行差額
建 設 事 業 費 24,453,000 29,405,000

をうめるため
単 県 道 路
整 備 事 業 費 1,013,000 必要な金額を 459,000

単 県 河 川 加算した額を
整 備 事 業 費 1,425,000

限度額とする
単 県 砂 防

。整 備 事 業 費 404,000 ことができる

単県河川海岸
整 備 事 業 費 151,000

単 県 街 路
整 備 事 業 費 269,000

県立高等学校
整 備 事 業 費 605,000 371,000
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補 正 前 補 正 後
起債の目的

限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法

千円 千円
（借入先） 据置期間を

財務省、地 含め50年以内

方公共団体金 年賦元利均

融機構 会社 等償還又は元、 、

その他 金均等償還等

（借入方法） 但し、県財

証書借入又 政の都合によ

は証券発行（他 り、繰上償還

の地方公共団 年 10 ％ をなし、又は
公 有 林
整 備 事 業 費 81,000 体との共同発 以 内 借り換えをす 66,000 (補 正 前 に 同 じ）

行を含む ） ることができ。

（その他） る。

工事その他

、の都合により

一部もしくは

全部を翌年度

以降に繰り下

げて借り入れ

することがで

きる。

発行価格が

額面金額を下

回るときは、

その発行差額

をうめるため

必要な金額を

加算した額を

限度額とする

。ことができる

45,369,000 46,917,000計
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熊本県公告第５５５号 
  大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届
出があったので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり
公告し、当該届出を縦覧に供する。 
  平成２１年１０月２３日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ベスト電器Ｎｅｗ八代店 
八代市旭中央通４－３ 

２ 変更した事項 
  （１）大規模小売店舗の名称 

 変更前  変更後 

 ベスト電器八代店  ベスト電器Ｎｅｗ八代店 

 （２）大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表
者の氏名 

 変更前  変更後 

 株式会社ベスト電器 

 代表取締役社長 北田 葆光 

 福岡県福岡市中区那ノ津二丁目１番 

 １２号 

 

 代表取締役社長 濱田 孝 

 福岡市博多区千代六丁目2番３３号 

 （３）大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあ
っては代表者の氏名  

 変更前  変更後 

 株式会社ベスト電器 

 代表取締役社長 北田 葆光 

 福岡県福岡市中区那ノ津二丁目１番 

 １２号 

 

 代表取締役社長 濱田 孝 

 福岡市博多区千代六丁目2番３３号 

３ 変更の年月日 
２の（１）の大規模小売店舗の名称  平成２１年９月２５日 
２の（２）及び（３）の住所の変更  平成１７年６月１日 
２の（２）及び（３）の代表者の変更 平成２１年６月１２日 

４ 変更する理由 

 公  告 
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２の（１）の大規模小売店舗の名称 営業施策のため 
２の（２）及び（３）の住所の変更 本社移転のため 

５ 届出年月日 
平成２１年９月２５日 

６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
    熊本県商工観光労働部商工政策課及び八代地域振興局総務振興課 
    平成２１年１０月２３日から平成２２年２月２３日まで 

 
 
熊本県公告第５５６号 
  大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定による変更の届
出があったので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり
公告し、当該届出及び添付書類を縦覧に供する。 
  平成２１年１０月２３日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ベスト電器Ｎｅｗ八代店 
八代市旭中央通４－３ 

２ 変更しようとする事項 
 （１）大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 
   ア 駐車場の位置及び収容台数 
     変更前 位置 建物南側及び建物敷地南側  収容台数 ７２台 
     変更後 位置 建物南側          収容台数 ５６台 
      イ 駐輪場の位置及び収容台数 
     変更前 位置 建物敷地西側  収容台数 ６８台 
     変更後 位置 建物敷地西側  収容台数 １７台 
 （２）大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 
   駐車場の自動車の出入口の数及び位置 
   変更前 数 ４箇所  位置 建物敷地南側及び建物敷地南側駐車場の北側と南側 
   変更後 数 ２箇所  位置 建物敷地南側 
３ 変更する年月日 
  平成２２年５月２６日 
４ 変更する理由 
  経営環境に対応した営業政策のため 
５ 届出年月日 
  平成２１年９月２５日 
６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
    熊本県商工観光労働部商工政策課及び八代地域振興局総務振興課 
    平成２１年１０月２３日から平成２２年２月２３日まで 

 
 
熊本県公告第５５７号 
 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第２９条第２項の規定により、益城台地 
西土地区画整理組合の理事の氏名及び住所を次のとおり公告する。 
  平成２１年１０月２３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

氏   名 住        所 

西田一郎        上益城郡益城町広崎１３８０番地 

村上秀幸        熊本市桜木四丁目６番１５号 

山田重義        熊本市大江一丁目２８番２１号 

井上孝明        熊本市沼山津四丁目４番８号 

西田明敏        上益城郡益城町広崎１３２６番地３ 

榊田敬三        熊本市沼山津一丁目２４番２９号 

西田誠一        上益城郡益城町広崎１３３０番地２ 

森田芳光        上益城郡益城町広崎１１０８番地２ 

米満猛男        熊本市沼山津三丁目４番３０号 

 
 
熊本県公告第５５８号   
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位
置の指定を次のとおり行った。 
  平成２１年１０月２３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
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１ 築造者の住所 玉名市川部田４１６番地 
２ 築造者の氏名 小森田睦子 
３ 道路の位置 玉名市川部田字南屋敷４５４番、同４５６番９、同４５６番１０及び同

４５６番１１ 
４ 道路の幅員 ５．００メートル 
５ 道路の延長 ２９．６７メートル 
６ 指定年月日 平成２１年１０月７日 
７ 指定番号 熊本県指令玉名景建第２０号 

 
 
熊本県公告第５５９号   
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位
置の指定を次のとおり行った。 
  平成２１年１０月２３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 築造者の住所 宇土市築籠町１０７番２ 
２ 築造者の氏名 松落博昭 
３ 道路の位置 宇土市築籠町字道上９９番８、同９９番１２、同１０７番３、同１０７

番４ 
４ 道路の幅員 ４．００メートル 
５ 道路の延長 ２９．４５メートル 
６ 指定年月日 平成２１年１０月９日 
７ 指定番号 熊本県指令宇城景建第２０号 

 
 
熊本県公告第５６０号 
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位
置の指定を次のとおり行った。               
    平成２１年１０月２３日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 築造者の住所 菊池市泗水町永８４３番 
２ 築造者の氏名 株式会社荒木重機                  
３ 道路の位置 菊池市泗水町永字北畑８３４番１、同８３７番４、同８３７番１０、字

東原８４０番８及び水路の一部 
４ 道路の幅員 ６．００メートル 
５ 道路の延長 ７７．６７メートル 
６ 指定年月日 平成２１年１０月７日 
７ 指定番号 熊本県指令菊池景建第７９号 

 
 
熊本県公告第５６１号 
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位
置の指定を次のとおり行った。 
  平成２１年１０月２３日 
                                              熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 築造者の住所 玉名市大倉１４６７番地１３ 
２ 築造者の氏名 株式会社有明電設 
３ 道路の位置 玉名市大倉字深迫１４０７番７及び同１４４０番６ 
４ 道路の幅員 ４．００メートル 
５ 道路の延長 ７５．１５メートル 
６ 指定年月日 平成２１年１０月１４日 
７ 指定番号 熊本県指令玉名景建第２１号                 

 
 
熊本県公告第５６２号 
 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に基づき、県営花
房中部地区土地改良事業（農業用用排水施設、区画整理）の計画を変更したので、同条第
６項において準用する同法第８７条第５項の規定に基づき公告し、土地改良事業計画書の
写しを次のように縦覧に供する。 
 この土地改良事業計画につき異議のあるものは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して
１５日以内に異議申立てをすることができる。 
  平成２１年１０月２３日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 縦覧に供する書類 

変更後の県営花房中部地区土地改良事業（農業用用排水施設、区画整理）計画書の写
し 

２ 縦覧期間 
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平成２１年１０月２６日から平成２１年１１月２４日まで 
３ 縦覧場所 

菊池市役所 
 
 
 
 
 
くまもと子育ち・子育て応援大作戦推進協議会公告第８号 
 くまもと子育ち・子育て応援大作戦推進協議会の会議を、次のとおり開催する。 
 なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおり。 
 平成２１年１０月２３日 
               くまもと子育ち・子育て応援大作戦推進協議会長 
１ 開催日時 
   平成２１年１０月２８日（水） 
  午後１時から 
２ 開催場所 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県庁新館２階「多目的ＡＶ会議室」 
３ 会議内容 
 （１） 後期行動計画の素案について 
 （２） その他 
４ 傍聴者の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続 
 （１） 傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、氏名、住所を記入し、事務局の指 
    示により、会議の会場に入ることができる。 
 （２） 傍聴の受付は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
  熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  くまもと子育ち・子育て応援大作戦推進協議会事務局（熊本県健康福祉部少子化対策 
  課次世代育成支援班） 
   （電話０９６－３３３－２２２５） 
 

 登載依頼 


